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第 ３ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  平成３０年３月１９日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・ 4 田村
た む ら

  明
あきら

 

           5 前川
まえかわ

 洋子
よ う こ

・ 8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・ 9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

・10 川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

 

11 横山
よこやま

 帛生
は く お

・13 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・19 佐野
さ の

すま子
こ

・21 坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

 

24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

以上１３名 

 

欠 席 委 員   12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所  河芸：後藤副主幹 美里：小林担当主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

・24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 買受適格証明願（公売）について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第３回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席は１２番の淺生哲也委員、出席委員は１３名です。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ９番の石井康宏委員、２４番の川邊千秋委員、よろしくお願いいたします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から第６号ま

で、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   これより私のほうで提案説明をさせていただきますが、ふなれでありますこ

とからお聞き苦しい点が多々あると思いますが、ご容赦いただきますようお願

いいたします。 

       それでは、大変失礼ですけれども、座って説明させていただきます。 

       では、議案書の１ページから６ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から３４で、６ページの合計欄をご覧ください。 

       件数は３４件で、面積は１２万５，２１５㎡、内訳としまして、田が１２万

３，６８６㎡、畑が１，５２９㎡でございます。 

       これにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意により

解約したものであります。 

       ７ページから１３ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から１５で、１３ページの合計欄をご覧ください。 

       件数は１５件で、面積は９万３，０３０．１４㎡、その内訳は田が５万９，

５７３㎡、畑が３万２，６７３．２５㎡、その他、これは台帳地目が雑種地な

どになっている農地ですが、７８３．８９㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が宅地などになっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

       １４ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１ 一般住宅、駐車場、資材置場用地。 

       番号２ 貸駐車場用地。 

       の２件で、合計面積は田で１，６０８㎡でございます。 

       １５ページをお願いします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、共同住宅用地。 

       番号２、貸駐車場用地。 

       番号３、一般個人住宅用地。 

       番号４、駐車場用地。 

       番号５、一般個人住宅用地。 

       番号６、工業用倉庫用地。 
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       番号７、貸駐車場用地。 

       番号８、一般個人住宅用地。 

       番号９、太陽光発電施設用地。 

       以上、件数は９件、合計面積は６，９６４．６７㎡、このうち田が５，４６

６㎡、畑が１，４９８．６７㎡でございます。 

       １６ページをお願いします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地。 

       番号２、駐車場用地。 

       番号３、一般個人住宅用地。 

       番号４、太陽光発電施設用地。 

       以上、件数は４件、合計面積は１，６８３㎡、このうち田が１，２２５㎡、

畑が４５８㎡でございます。 

       １７ページをお願いいたします。 

       報告第６号 買受適格証明願（公売）についてでございます。 

       番号１、届出人、    、公売対象農地、住吉町    、台帳地目・現

況地目とも田、面積２５４㎡外７筆、合計面積１，７４５㎡、このうち田が

１，３６２㎡、畑が３８３㎡でございます。 

       これは名古屋国税局が行う公売に参加するための証明願です。 

       対象農地が市街化区域内でありますことから、農地法第５条の届出が添付さ

れ、落札後は貸駐車場用地にすることを目的にしております。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 黒田、受人     、面積 ３，９５６㎡、渡

人     、面積 ２，０３３㎡、申請地河芸町南黒田下沖    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 １８３㎡外２筆、合計面積 ２，０３３㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 椋本、受人     、面積 ２５７㎡、渡人     、

面積 ８２８３．６８㎡、申請地 芸濃町椋本一ッ谷    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ３８３㎡外１１筆、合計面積 ８，２８３．６８㎡。 

       これにつきましては、子への生前一括贈与になります。 

       番号３、地区 安濃、受人     、面積 ６，７４６㎡、渡

人     、面積 ９，９０７㎡、申請地 安濃町内多皆廣    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ３９３㎡、１９ページをお願いいたします、外

２筆で、合計面積 １，１０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請
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地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は３件、合計面積は１万１，４２５．６８㎡、このうち田が８，

６６８．６８㎡、畑が２，７５７㎡でございます。 

       これらの案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限

面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１ですが、これは私の担当する地区になります。 

地元推進委員からも特に問題ないということで報告を得ていることから、事

務局の説明のとおりよろしくお願いいたします。 

       それでは、番号２番。 

 

川口委員   １０番、川口です。地元推進委員から特に問題ないという報告を受けている

ことから事務局の説明どおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号３番。 

 

平井委員   １３番、平井です。担当地区委員は淺生委員ですが、本日欠席ですので、私

から意見を言わせていただきます。３月８日の日に現地確認を行いまして、地

元推進委員も問題ないということでございます。あとは事務局の説明どおり問

題ございませんので、よろしくお願いします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号については

許可することに決定いたします。 

       次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借

権）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）でご

ざいます。 

       番号１、地区 高野尾、借人     、面積 １万６，３３３㎡、貸人 

    、面積 １万１，１６０㎡、申請地 高野尾町藤足    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 １，７９８㎡外２筆、合計面積 ３，４３０㎡。 

       これにつきましては、借人は、労力不足のため営農を縮小する貸人と２０年

間の賃貸借権を設定し、営農を拡大するものです。 

       件数はこの１件で、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要

件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。３月１０日に地元推進委員と私で現地確認しました。特に

問題ございません。また、３月１６日の地元高野尾地区の農業振興協議会にお

いても特に問題ないということでありまして、事務局の説明どおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言ありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号については

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２１ページをお願いいたします。 

       議案３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請ついて（所有権移転）

でございます。 

       番号１、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４３１㎡外１筆、合計面積 

９２９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は５３１．３６㎡、転用面積の５７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６８３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３８７．０４㎡、転用面積の５７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 片田、受人 社会福祉法人     理事長     、渡

人     、申請地 片田長谷町西谷    、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積 ２０１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を梅林公

園用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 藤水、受人     、渡人      外１名、申請地 

藤方黒木    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ５５２㎡外１

筆、合計面積 ７６０㎡。 
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       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を診療所

用地とするものです。 

       なお、１筆の土地につきましては、数年前から資材置き場として利用されて

おりますことから、渡人から始末書が提出されており、追認しようとするもの

です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 藤水、受人 ㈱     代表取締役     、渡

人     、申請地 藤方黒木    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 

６１９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３５４㎡で、転用面積の５７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 藤水、受人 ㈱     代表取締役     、渡人   

     外１名、申請地 藤方黒木    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積３９８㎡外１筆、合計面積 ８１４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は５３０㎡で、転用面積の６５％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 高茶屋、受人 ㈱     代表取締役     、渡人 

    、申請地 城山三丁目    、台帳地目・現況地目とも田、面積 

１，３０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は６４８㎡で、転用面積の５０％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 雲出、受人 ㈱     代表取締役     、渡人  

  、申請地 雲出本郷町磯田    、台帳地目・現況地目とも田、面積

 ２，２５９㎡。 

       これにつきましては、受人は、隣接する    も経営しており、土地利用

の面から利点があるため、渡人から申請地を譲り受け、申請地にミキサー車等

の大型車両を停車させるべく、駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 明合、受人 ㈱     代表取締役     、渡

人     、申請地 安濃町大塚向山    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ９８０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３２４．１９㎡で、日陰部分を避けて設置するため転用面

積の３３．１％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は９件、合計面積は８，５５４㎡、このうち田が５，３８１㎡、

畑が３，１７３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１番と２番の案件、３月９日の日に地元推進委員と現地確

認をしまして、事務局の説明どおり特に問題ないと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとう。番号３番。 

 

前川委員   ５番 前川です。３月９日の日に地元推進委員と現地確認をしまして、事務

局の説明どおり特に問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号４番。 

 

太田委員   １番、太田です。 

４番、５番、６番についてですが、地元推進委員と現地確認をさせていただ

きました。事務局の報告どおり問題ないと思います。 

       続いて７番、これにつきましては、守山会長、喜多部会長、地元地区推進委

員立ち会いのもとで現地確認させていただきました。問題ないということで、

よろしくお願いします。 

       また、８番も、守山会長、喜多部会長、それから地元推進委員立ち会いのも

とで確認をさせていただきました。問題ないということで、よろしくお願いし

たいと思います。以上です。 

 

議  長   ありがとう。番号９番。 

 

平井委員   １３番、平井です。これも担当地区につきましては淺生委員でございますけ

れども、本日欠席しておりますので私のほうから報告申し上げます。３月８日

の日に現地確認を行いました。当日、地元推進委員は欠席でしたけれども、事

前に問題ないとの連絡がありました。あとは事務局の説明どおり問題ございま

せんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いいたします。 
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       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

       番号１、地区 高茶屋、借人     ㈱ 代表取締役     、貸人 

    外１３名、申請地 高茶屋小森町北端    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積 ５１９㎡ 外１２筆、合計面積 ７，９１３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と１０年間の賃貸借権を設定し、申請地

を来客者用の駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 長野、借人     、貸人      外１名、申請地 

美里町平木中出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２０３㎡外２

筆、合計面積 ６９１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の賃貸借権を設定し、申請地

を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は２１８．４㎡で、不整形地でありますことから、利用率と

いたしましては隣接雑種地を含む全体面積７３９㎡の２９．６％に当たりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は８，６０４㎡、このうち田が７，５２４㎡、

畑が１，０８０㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

太田委員   １番、太田です。９日の日に、守山会長、喜多部会長、それから地元推進委

員立ち会いのもと現地確認をさせていただきました。問題ないということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとう。番号２。 

 

横山委員   １１番、横山です。３月８日の日に現地確認をしました。地元推進委員も問

題なしということです。事務局の説明どおりよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言ありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第５号、非農地証明願について。事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   ２３ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願いについてでございます。 

       番号１、地区 櫛形、願出者     、申請地 分部赤坂    、台帳

地目 畑、現況地目 山林、面積 ５７１㎡外１筆、合計面積 ７６９㎡。 

       これにつきましては、提出されております昭和６３年５月１８日、国土地理

院撮影の航空写真により、このとき既に山林化していることが確認できます。 

       件数はこの１件で、この案件につきましては、農地以外の用に供され２０年

以上が経過している土地であり、これは津市農業委員会非農地証明事務取扱要

領第３条第１項第３号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をし

ても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

前川委員   ５番、前川です。３月９日の日に地元推進委員と現地確認をしまして、事務

局の説明どおり特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言ありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号については証明することに決定いた

します。 

       次に、別冊でお配りしました、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で１５万７，４７５

㎡、畑の賃貸借、使用貸借で５，１１６㎡、契約件数は７４件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で６万５７９

㎡、契約件数は２３件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借で７万２，４２５㎡、契約件数は１３

件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４万１，７７２㎡、畑の

賃貸借、使用貸借で１，７９３㎡、契約件数は１５件でございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１万４，９９１㎡、契約

件数は６件でございます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上合計で、田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて３４万
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７，２４２㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借で６，９０９㎡、合計契約件数

は１３１件、合計面積は３５万４，１５１㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区で３２件、河芸地区１４件、安濃地区

１１件、芸濃地区９件で合計６６件、合計面積は２５万１，７５５㎡でござい

ます。 

       なお、今回の利用集積計画のうち、件数で５０．４％、面積では７１．１％

が認定農業者に集積されております。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案

件について、ご審議をお願いします。 

       整理番号２３、外６件についてです。 

           委員退室をお願いします。 

 

議  長   この７件について、皆さんいかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

議  長   次に、整理番号１１１、外１件についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

議  長   この２件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

議  長    次に、整理番号１４、外５５件の    に関する分についてです。 

            委員、一時退室をお願いします。 

 

議  長   この５６件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましては、ご審議をお願

いします。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、議案第６号について、全て適正であると認め、市長に進達するこ

とにいたします。 

       以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

       以上で、第３回第１農地部会を終了いたします。 

 

                             午前１０時３５分 

 

 

 

上記は、第３回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成３０年３月１９日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


